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◎ 職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例（条例第54号）

１ 改正の理由及び主な内容

人事委員会勧告等を踏まえ、平成28年４月の公民較差に基づく県職員の給与改定等を行うため、所要の改正を行うこととし

ました。

２ 施行期日等

この条例は、一部の規定を除き、公布の日から施行し、平成28年４月１日から適用することとしました。

◎ 議会の議員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（条例第55号）

１ 改正の理由及び主な内容

特別職の国家公務員等に準じて本県特別職に係る平成28年12月期以降の期末手当の改定を行うため、所要の改正を行うこと

としました。

２ 施行期日等

この条例は、一部の規定を除き、公布の日から施行し、平成28年12月１日から適用することとしました。

◎ 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（条例第56号）

１ 改正の理由及び主な内容

人事委員会勧告等を踏まえ、市町村立学校職員の給与改定等を行うため、所要の改正を行うこととしました。

２ 施行期日等

この条例は、公布の日から施行し、一部の規定については、平成28年４月１日から適用することとしました。

条条 例例

職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成28年12月14日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第54号

職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例

（職員の給与に関する条例の一部改正）

第１条 職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県条例第40号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（初任給調整手当）

第５条の２ 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当

該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第１号及び第２号に

掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第３号に

（初任給調整手当）

第５条の２ 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当

該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第１号及び第２号に

掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第３号に
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掲げる職に係るものにあっては採用の日から15年以内、第４号に

掲げる職に係るものにあっては採用の日から５年以内の期間、採

用の日（第１号から第３号までに掲げる職に係るものにあっては

、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日）から１年を

経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する

。

（１） 医療職給料表（一）の適用を受ける職員の職のうち採用によ

り欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で

定めるもの 月額41万 3，800円

（２） 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用

による欠員の補充が困難であると認められる職（前号に掲げる

職を除く。）で人事委員会規則で定めるもの 月額５万 600円

（３）・（４） ［略］

２・３ ［略］

（勤勉手当）

第８条の４ ［略］

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規

則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この

場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所

属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該

各号に定める額を超えてはならない。

（１） 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 次に掲げる職員

の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、若しくは失職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し

、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受け

るべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合

計額を加算した額に 100分の90（特定管理職員にあっては、

100分の 110）を乗じて得た額の総額

イ 第３条第５項に規定する職員 当該職員の勤勉手当基礎額

に 100分の97．5を乗じて得た額の総額

（２） 前項の職員のうち再任用職員 次に掲げる職員の区分に応

じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

100分の42．5（特定管理職員にあっては、 100分の52．5）を

乗じて得た額の総額

イ 第３条第５項に規定する職員 当該職員の勤勉手当基礎額

に 100分の50を乗じて得た額の総額

３～５ ［略］

掲げる職に係るものにあっては採用の日から15年以内、第４号に

掲げる職に係るものにあっては採用の日から５年以内の期間、採

用の日（第１号から第３号までに掲げる職に係るものにあっては

、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日）から１年を

経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する

。

（１） 医療職給料表（一）の適用を受ける職員の職のうち採用によ

り欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で

定めるもの 月額41万 3，300円

（２） 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用

による欠員の補充が困難であると認められる職（前号に掲げる

職を除く。）で人事委員会規則で定めるもの 月額５万 500円

（３）・（４） ［略］

２・３ ［略］

（勤勉手当）

第８条の４ ［略］

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規

則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この

場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所

属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該

各号に掲げる額を超えてはならない。

（１） 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 次に掲げる職員

の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、若しくは失職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し

、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受け

るべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合

計額を加算した額に 100分の80（特定管理職員にあっては、

100分の 100）を乗じて得た額の総額

イ 第３条第５項に規定する職員 当該職員の勤勉手当基礎額

に 100分の87．5を乗じて得た額の総額

（２） 前項の職員のうち再任用職員 次に掲げる職員の区分に応

じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

100分の37．5（特定管理職員にあっては、 100分の47．5）を

乗じて得た額の総額

イ 第３条第５項に規定する職員 当該職員の勤勉手当基礎額

に 100分の45を乗じて得た額の総額

３～５ ［略］

別表第１から別表第５までを次のように改める。
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第２条 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（扶養手当）

第５条の３ 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

ただし、次項第１号及び第３号から第６号までのいずれかに該当

する扶養親族（以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。）

に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務

の級が９級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職

員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で

定める職員（以下「行９級職員等」という。）に対しては、支給

しない。

２ 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がな

く主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

（１） ［略］

（２） 満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子

（３） 満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある孫

（４）～（６） ［略］

３ 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については１

人につき 6，500円（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務

の級が８級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職

員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で

定める職員（以下「行８級職員等」という。）にあっては、 3，5

00円）、前項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子

」という。）については１人につき１万円とする。

４ ［略］

第５条の４ 新たに職員となった者に扶養親族（行９級職員等にあ

っては、扶養親族たる子に限る。）がある場合、行９級職員等か

ら行９級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、

父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が

生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に

届け出なければならない。

（１） 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある

場合（行９級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を

具備するに至った者がある場合を除く。）

（２） 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合（扶養

親族たる子又は前条第２項第３号若しくは第５号に該当する扶

養親族が、満22歳に達した日以後の最初の３月31日の経過によ

り、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行９級職員等に

扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある

場合を除く。）

２ 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族（行９級

職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。）がある場合におい

てはその者が職員となった日、行９級職員等から行９級職員等以

外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合

においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係

るものがないときはその職員が行９級職員等以外の職員となった

日、職員に扶養親族（行９級職員等にあっては、扶養親族たる子

（扶養手当）

第５条の３ 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

２ 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の

途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族と

する。

（１） ［略］

（２） 満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子

及び孫

（３）～（５） ［略］

３ 扶養手当の月額は、前項第１号に該当する扶養親族については

１万 3，000円とし、同項第２号から第５号までの扶養親族（次条

において「扶養親族たる子、父母等」という。）については１人

につき 6，500円（職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち

１人については１万 1，000円）とする。

４ ［略］

第５条の４ 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員

に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職

員は、直ちにその旨（新たに職員となった者に扶養親族がある場

合又は職員に第１号に該当する事実が生じた場合において、その

職員に配偶者がないときは、その旨を含む。）を任命権者に届け

出なければならない。

（１） 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある

場合

（２） 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合（前条

第２項第２号又は第４号に該当する扶養親族が、満22歳に達し

た日以後の最初の３月31日の経過により、扶養親族たる要件を

欠くに至った場合を除く。）

（３） 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員と

なった場合（前号に該当する場合を除く。）

（４） 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至

った場合（第１号に該当する場合を除く。）

２ 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場

合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前

項第１号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた

日の属する月の翌月（これらの日が月の初日であるときは、その

日の属する月）から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し

、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死

亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定に
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に限る。）で同項の規定による届出に係るものがない場合におい

てその職員に同項第１号に掲げる事実が生じたときはその事実が

生じた日の属する月の翌月（これらの日が月の初日であるときは

、その日の属する月）から開始し、扶養手当を受けている職員が

離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、

又は死亡した日、行９級職員等以外の職員から行９級職員等とな

った職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出

に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項

の規定による届出に係るものがないときはその職員が行９級職員

等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族（行９級職

員等にあっては、扶養親族たる子に限る。）で同項の規定による

届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合に

おいてはその事実が生じた日の属する月（これらの日が月の初日

であるときは、その日の属する月の前月）をもって終わる。ただ

し、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が

、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき

は、その届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月の初日

であるときは、その日の属する月）から行うものとする。

３ 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合に

おいては、その事実が生じた日の属する月の翌月（その日が月の

初日であるときは、その日の属する月）からその支給額を改定す

る。前項ただし書の規定は、第１号又は第３号に掲げる事実が生

じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

（１） 扶養手当を受けている職員に更に第１項第１号に掲げる事

実が生じた場合

（２） 扶養手当を受けている職員の扶養親族（行９級職員等にあ

っては、扶養親族たる子に限る。）で第１項の規定による届出

に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

（３） 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第１項

の規定による届出に係るものがある行９級職員等が行９級職員

等以外の職員となった場合

（４） 扶養親族たる配偶者、父母等で第１項の規定による届出に

係るものがある行８級職員等が行８級職員等及び行９級職員等

以外の職員となった場合

（５） 扶養親族たる配偶者、父母等で第１項の規定による届出に

係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るも

のがある職員で行９級職員等以外のものが行９級職員等となっ

た場合

（６） 扶養親族たる配偶者、父母等で第１項の規定による届出に

係るものがある職員で行８級職員等及び行９級職員等以外のも

のが行８級職員等となった場合

よる届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った

場合においてはその事実が生じた日の属する月（これらの日が月

の初日であるときは、その日の属する月の前月）をもって終わる

。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による

届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされ

たときは、その届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月

の初日であるときは、その日の属する月）から行うものとする。

３ 扶養手当は、これを受けている職員に更に第１項第１号に掲げ

る事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同

項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠く

に至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第３号若

しくは第４号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる

子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子で

なかった者が特定期間にある子となった場合においては、これら

の事実が生じた日の属する月の翌月（これらの日が月の初日であ

るときは、その日の属する月）からその支給額を改定する。前項

ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第１項第１

号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定（

扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがあ

る職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至っ

た場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支

給額の改定を除く。）及び扶養手当を受けている職員のうち扶養

親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職

員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子

、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
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（７） 職員の扶養親族たる子で第１項の規定による届出に係るも

ののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子と

なった場合

（勤勉手当）

第８条の４ ［略］

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規

則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この

場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所

属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該

各号に定める額を超えてはならない。

（１） 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 次に掲げる職員

の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、若しくは失職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し

、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受け

るべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合

計額を加算した額に 100分の85（特定管理職員にあっては、

100分の 105）を乗じて得た額の総額

イ 第３条第５項に規定する職員 当該職員の勤勉手当基礎額

に 100分の92．5を乗じて得た額の総額

（２） 前項の職員のうち再任用職員 次に掲げる職員の区分に応

じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

100分の40（特定管理職員にあっては、 100分の50）を乗じ

て得た額の総額

イ 第３条第５項に規定する職員 当該職員の勤勉手当基礎額

に 100分の47．5を乗じて得た額の総額

３～５ ［略］

（勤勉手当）

第８条の４ ［略］

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規

則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この

場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所

属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該

各号に定める額を超えてはならない。

（１） 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 次に掲げる職員

の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、若しくは失職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し

、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受け

るべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合

計額を加算した額に 100分の90（特定管理職員にあっては、

100分の 110）を乗じて得た額の総額

イ 第３条第５項に規定する職員 当該職員の勤勉手当基礎額

に 100分の97．5を乗じて得た額の総額

（２） 前項の職員のうち再任用職員 次に掲げる職員の区分に応

じ、それぞれ次に定める額

ア イに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

100分の42．5（特定管理職員にあっては、 100分の52．5）を

乗じて得た額の総額

イ 第３条第５項に規定する職員 当該職員の勤勉手当基礎額

に 100分の50を乗じて得た額の総額

３～５ ［略］

（一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）

第３条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（給与に関する特例）

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（

以下「特定任期付職員」という。）には、次の給料表を適用する

。

２～６ ［略］

（給与条例の適用除外等）

第８条 ［略］

２ 特定任期付職員に対する職員給与条例第５条の６、第７条の２

第１項、第８条第２項及び第８条の11第２項の規定並びに市町村

立学校職員給与条例第５条の２第１項の規定の適用については、

職員給与条例第５条の６中「医療職給料表（一）の適用を受ける職

員」とあるのは「医療職給料表（一）の適用を受ける職員及び一般

職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１

号。以下「任期付職員条例」という。）第７条第１項の給料表の

適用を受ける職員で医療職給料表（一）の適用を受ける職員に相当

する職員として人事委員会が認めるもの」と、職員給与条例第７

条の２第１項中「又は第５条第１項の規定に基づく人事委員会規

（給与に関する特例）

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（

以下「特定任期付職員」という。）には、次の給料表を適用する

。

２～６ ［略］

（給与条例の適用除外等）

第８条 ［略］

２ 特定任期付職員に対する職員給与条例第５条の６、第７条の２

第１項、第８条第２項及び第８条の11第２項の規定並びに市町村

立学校職員給与条例第５条の２第１項の規定の適用については、

職員給与条例第５条の６中「医療職給料表（一）の適用を受ける職

員」とあるのは「医療職給料表（一）の適用を受ける職員及び一般

職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１

号。以下「任期付職員条例」という。）第７条第１項の給料表の

適用を受ける職員で医療職給料表（一）の適用を受ける職員に相当

する職員として人事委員会が認めるもの」と、職員給与条例第７

条の２第１項中「又は第５条第１項の規定に基づく人事委員会規

給料月額号給

371，000円１

419，000円２

［略］

給料月額号給

372，000円１

420，000円２

［略］
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則で指定する職を占める職員」とあるのは「、第５条第１項の規

定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員又は任期付

職員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員

」と、職員給与条例第８条第２項中「、６月に支給する場合にお

いては 100分の 122．5、12月に支給する場合においては 100分の

137．5」とあるのは「 100分の 167．5」と、職員給与条例第８条

の11第２項中「第５条第１項の規定に基づく人事委員会規則で指

定する職を占める職員」とあるのは「第５条第１項の規定に基づ

く人事委員会規則で指定する職を占める職員及び任期付職員条例

第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」と、市

町村立学校職員給与条例第５条の２第１項中「第３条の３第１項

の規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員」とあ

るのは「第３条の３第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定

する職を占める職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条

例（平成15年宮崎県条例第１号）第２条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員」とする。

則で指定する職を占める職員」とあるのは「、第５条第１項の規

定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員又は任期付

職員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員

」と、職員給与条例第８条第２項中「、６月に支給する場合にお

いては 100分の 122．5、12月に支給する場合においては 100分の

137．5」とあるのは「 100分の 157．5」と、職員給与条例第８条

の11第２項中「第５条第１項の規定に基づく人事委員会規則で指

定する職を占める職員」とあるのは「第５条第１項の規定に基づ

く人事委員会規則で指定する職を占める職員及び任期付職員条例

第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」と、市

町村立学校職員給与条例第５条の２第１項中「第３条の３第１項

の規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員」とあ

るのは「第３条の３第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定

する職を占める職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条

例（平成15年宮崎県条例第１号）第２条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員」とする。

第４条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（給与条例の適用除外等）

第８条 ［略］

２ 特定任期付職員に対する職員給与条例第５条の６、第７条の２

第１項、第８条第２項及び第８条の11第２項の規定並びに市町村

立学校職員給与条例第５条の２第１項の規定の適用については、

職員給与条例第５条の６中「医療職給料表（一）の適用を受ける職

員」とあるのは「医療職給料表（一）の適用を受ける職員及び一般

職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１

号。以下「任期付職員条例」という。）第７条第１項の給料表の

適用を受ける職員で医療職給料表（一）の適用を受ける職員に相当

する職員として人事委員会が認めるもの」と、職員給与条例第７

条の２第１項中「又は第５条第１項の規定に基づく人事委員会規

則で指定する職を占める職員」とあるのは「、第５条第１項の規

定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員又は任期付

職員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員

」と、職員給与条例第８条第２項中「、６月に支給する場合にお

いては 100分の 122．5、12月に支給する場合においては 100分の

137．5」とあるのは「 100分の 162．5」と、職員給与条例第８条

の11第２項中「第５条第１項の規定に基づく人事委員会規則で指

定する職を占める職員」とあるのは「第５条第１項の規定に基づ

く人事委員会規則で指定する職を占める職員及び任期付職員条例

第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」と、市

町村立学校職員給与条例第５条の２第１項中「第３条の３第１項

の規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員」とあ

るのは「第３条の３第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定

する職を占める職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条

例（平成15年宮崎県条例第１号）第２条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員」とする。

（給与条例の適用除外等）

第８条 ［略］

２ 特定任期付職員に対する職員給与条例第５条の６、第７条の２

第１項、第８条第２項及び第８条の11第２項の規定並びに市町村

立学校職員給与条例第５条の２第１項の規定の適用については、

職員給与条例第５条の６中「医療職給料表（一）の適用を受ける職

員」とあるのは「医療職給料表（一）の適用を受ける職員及び一般

職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１

号。以下「任期付職員条例」という。）第７条第１項の給料表の

適用を受ける職員で医療職給料表（一）の適用を受ける職員に相当

する職員として人事委員会が認めるもの」と、職員給与条例第７

条の２第１項中「又は第５条第１項の規定に基づく人事委員会規

則で指定する職を占める職員」とあるのは「、第５条第１項の規

定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員又は任期付

職員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員

」と、職員給与条例第８条第２項中「、６月に支給する場合にお

いては 100分の 122．5、12月に支給する場合においては 100分の

137．5」とあるのは「 100分の 167．5」と、職員給与条例第８条

の11第２項中「第５条第１項の規定に基づく人事委員会規則で指

定する職を占める職員」とあるのは「第５条第１項の規定に基づ

く人事委員会規則で指定する職を占める職員及び任期付職員条例

第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」と、市

町村立学校職員給与条例第５条の２第１項中「第３条の３第１項

の規定に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員」とあ

るのは「第３条の３第１項の規定に基づく人事委員会規則で指定

する職を占める職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条

例（平成15年宮崎県条例第１号）第２条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員」とする。

附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条並びに附則第５項及び第６項の規定は、平成29年４月１日から施行す

る。

２ 第１条の規定による改正後の職員の給与に関する条例（以下「改正後の職員給与条例」という。）及び第３条の規定による改正後の一

般職の任期付職員の採用等に関する条例（以下「改正後の任期付職員条例」という。）の規定は、平成28年４月１日から適用する。ただ

し、改正後の職員給与条例第８条の４及び改正後の任期付職員条例第８条の規定は、平成28年12月１日から適用する。
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（切替日前の異動者の号給の調整）

３ 平成28年４月１日（以下「切替日」という。）前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替

日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度

において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（給与の内払）

４ 改正後の職員給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の職員の給与に関す

る条例又は第３条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後

の職員給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

（平成32年３月31日までの間における扶養手当に関する特例）

５ 平成29年４月１日から平成32年３月31日までの間は、第２条の規定による改正後の職員の給与に関する条例（以下「第２条改正後の職

員給与条例」という。）第５条の３の規定は適用せず、第２条の規定による改正前の職員の給与に関する条例（以下「改正前の職員給与

条例」という。）第５条の３の規定はなおその効力を有する。この場合において、改正前の職員給与条例第５条の３第３項中「１万 3，0

00円」とあるのは「１万 3，000円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額」と、「 6，500円」とあるのは「１万円を超えない範囲

内で人事委員会規則で定める額」と、「１万 1，000円」とあるのは「１万 1，000円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額」とす

る。

６ 扶養手当に係る扶養親族の届出、扶養手当の支給の開始及び終了並びに扶養手当の支給額の改定については、平成29年４月１日から平

成32年３月31日までの間、第２条改正後の職員給与条例第５条の４の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところによる。

（人事委員会規則への委任）

７ 附則第３項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

議会の議員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

平成28年12月14日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第55号

議会の議員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例

（議会の議員の給与等に関する条例の一部改正）

第１条 議会の議員の給与等に関する条例（昭和31年宮崎県条例第45号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（期末手当）

第４条 議会の議員の期末手当の額は、職員の給与に関する条例（

昭和29年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）の適用

を受ける職員（以下「職員」という。）の例により計算した額と

する。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 122．5」とあ

るのは「 100分の 150」と、「 100分の 137．5」とあるのは「 1

00分の 175」とする。

２ ［略］

（期末手当）

第４条 議会の議員の期末手当の額は、職員の給与に関する条例（

昭和29年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）の適用

を受ける職員（以下「職員」という。）の例により計算した額と

する。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 122．5」とあ

るのは「 100分の 150」と、「 100分の 137．5」とあるのは「 1

00分の 165」とする。

２ ［略］

第２条 議会の議員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（期末手当）

第４条 議会の議員の期末手当の額は、職員の給与に関する条例（

昭和29年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）の適用

を受ける職員（以下「職員」という。）の例により計算した額と

する。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 122．5」とあ

るのは「 100分の 155」と、「 100分の 137．5」とあるのは「 1

00分の 170」とする。

２ ［略］

（期末手当）

第４条 議会の議員の期末手当の額は、職員の給与に関する条例（

昭和29年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）の適用

を受ける職員（以下「職員」という。）の例により計算した額と

する。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 122．5」とあ

るのは「 100分の 150」と、「 100分の 137．5」とあるのは「 1

00分の 175」とする。

２ ［略］

（知事等の給与及び旅費に関する条例の一部改正）

第３条 知事等の給与及び旅費に関する条例（昭和28年宮崎県条例第17号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（期末手当）

第４条 知事等の期末手当の額は、職員の給与に関する条例（昭和

（期末手当）

第４条 知事等の期末手当の額は、職員の給与に関する条例（昭和
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29年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）の適用を受

ける職員（以下「職員」という。）の例により計算した額とする

。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 122．5」とあるの

は「 100分の 150」と、「 100分の 137．5」とあるのは「 100分

の 175」とする。

２～４ ［略］

29年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）の適用を受

ける職員（以下「職員」という。）の例により計算した額とする

。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 122．5」とあるの

は「 100分の 150」と、「 100分の 137．5」とあるのは「 100分

の 165」とする。

２～４ ［略］

第４条 知事等の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（期末手当）

第４条 知事等の期末手当の額は、職員の給与に関する条例（昭和

29年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）の適用を受

ける職員（以下「職員」という。）の例により計算した額とする

。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 122．5」とあるの

は「 100分の 155」と、「 100分の 137．5」とあるのは「 100分

の 170」とする。

２～４ ［略］

（期末手当）

第４条 知事等の期末手当の額は、職員の給与に関する条例（昭和

29年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）の適用を受

ける職員（以下「職員」という。）の例により計算した額とする

。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 122．5」とあるの

は「 100分の 150」と、「 100分の 137．5」とあるのは「 100分

の 175」とする。

２～４ ［略］

（常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の一部改正）

第５条 常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例（昭和31年宮崎県条例第36号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（期末手当）

第４条 常勤の監査委員の期末手当の額は、一般職の職員の例によ

り計算した額とする。ただし、職員の給与に関する条例（昭和29

年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）第８条第２項

中「 100分の 122．5」とあるのは「 100分の 150」と、「 100分

の 137．5」とあるのは「 100分の 175」とする。

２～４ ［略］

（期末手当）

第４条 常勤の監査委員の期末手当の額は、一般職の職員の例によ

り計算した額とする。ただし、職員の給与に関する条例（昭和29

年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）第８条第２項

中「 100分の 122．5」とあるのは「 100分の 150」と、「 100分

の 137．5」とあるのは「 100分の 165」とする。

２～４ ［略］

第６条 常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（期末手当）

第４条 常勤の監査委員の期末手当の額は、一般職の職員の例によ

り計算した額とする。ただし、職員の給与に関する条例（昭和29

年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）第８条第２項

中「 100分の 122．5」とあるのは「 100分の 155」と、「 100分

の 137．5」とあるのは「 100分の 170」とする。

２～４ ［略］

（期末手当）

第４条 常勤の監査委員の期末手当の額は、一般職の職員の例によ

り計算した額とする。ただし、職員の給与に関する条例（昭和29

年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）第８条第２項

中「 100分の 122．5」とあるのは「 100分の 150」と、「 100分

の 137．5」とあるのは「 100分の 175」とする。

２～４ ［略］

（企業局長の給与及び旅費に関する条例の一部改正）

第７条 企業局長の給与及び旅費に関する条例（昭和41年宮崎県条例第46号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（期末手当）

第４条 企業局長の期末手当の額は、職員の給与に関する条例（昭

和29年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）の適用を

受ける職員（以下「職員」という。）の例により計算した額とす

る。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 122．5」とある

のは「 100分の 150」と、「 100分の 137．5」とあるのは「 100

分の 175」とする。

２～４ ［略］

（期末手当）

第４条 企業局長の期末手当の額は、職員の給与に関する条例（昭

和29年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）の適用を

受ける職員（以下「職員」という。）の例により計算した額とす

る。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 122．5」とある

のは「 100分の 150」と、「 100分の 137．5」とあるのは「 100

分の 165」とする。

２～４ ［略］

第８条 企業局長の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（期末手当）（期末手当）
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第４条 企業局長の期末手当の額は、職員の給与に関する条例（昭

和29年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）の適用を

受ける職員（以下「職員」という。）の例により計算した額とす

る。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 122．5」とある

のは「 100分の 155」と、「 100分の 137．5」とあるのは「 100

分の 170」とする。

２～４ ［略］

第４条 企業局長の期末手当の額は、職員の給与に関する条例（昭

和29年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）の適用を

受ける職員（以下「職員」という。）の例により計算した額とす

る。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 122．5」とある

のは「 100分の 150」と、「 100分の 137．5」とあるのは「 100

分の 175」とする。

２～４ ［略］

（教育長の給与等に関する条例の一部改正）

第９条 教育長の給与等に関する条例（平成12年宮崎県条例第36号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（期末手当）

第４条 教育長の期末手当の額は、一般職の職員の例により計算し

た額とする。ただし、職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県

条例第40号。以下「給与条例」という。）第８条第２項中「 100

分の 122．5」とあるのは「 100分の 150」と、「 100分の 137．5

」とあるのは「 100分の 175」とする。

２～４ ［略］

（期末手当）

第４条 教育長の期末手当の額は、一般職の職員の例により計算し

た額とする。ただし、職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県

条例第40号。以下「給与条例」という。）第８条第２項中「 100

分の 122．5」とあるのは「 100分の 150」と、「 100分の 137．5

」とあるのは「 100分の 165」とする。

２～４ ［略］

第10条 教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（期末手当）

第４条 教育長の期末手当の額は、一般職の職員の例により計算し

た額とする。ただし、職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県

条例第40号。以下「給与条例」という。）第８条第２項中「 100

分の 122．5」とあるのは「 100分の 155」と、「 100分の 137．5

」とあるのは「 100分の 170」とする。

２～４ ［略］

（期末手当）

第４条 教育長の期末手当の額は、一般職の職員の例により計算し

た額とする。ただし、職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県

条例第40号。以下「給与条例」という。）第８条第２項中「 100

分の 122．5」とあるのは「 100分の 150」と、「 100分の 137．5

」とあるのは「 100分の 175」とする。

２～４ ［略］

（病院局長の給与及び旅費に関する条例の一部改正）

第11条 病院局長の給与及び旅費に関する条例（平成18年宮崎県条例第21号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（期末手当）

第４条 病院局長の期末手当の額は、職員の給与に関する条例（昭

和29年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）の適用を

受ける職員（以下「職員」という。）の例により計算した額とす

る。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 122．5」とある

のは「 100分の 150」と、「 100分の 137．5」とあるのは「 100

分の 175」とする。

２～４ ［略］

（期末手当）

第４条 病院局長の期末手当の額は、職員の給与に関する条例（昭

和29年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）の適用を

受ける職員（以下「職員」という。）の例により計算した額とす

る。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 122．5」とある

のは「 100分の 150」と、「 100分の 137．5」とあるのは「 100

分の 165」とする。

２～４ ［略］

第12条 病院局長の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（期末手当）

第４条 病院局長の期末手当の額は、職員の給与に関する条例（昭

和29年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）の適用を

受ける職員（以下「職員」という。）の例により計算した額とす

る。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 122．5」とある

のは「 100分の 155」と、「 100分の 137．5」とあるのは「 100

分の 170」とする。

２～４ ［略］

（期末手当）

第４条 病院局長の期末手当の額は、職員の給与に関する条例（昭

和29年宮崎県条例第40号。以下「給与条例」という。）の適用を

受ける職員（以下「職員」という。）の例により計算した額とす

る。ただし、給与条例第８条第２項中「 100分の 122．5」とある

のは「 100分の 150」と、「 100分の 137．5」とあるのは「 100

分の 175」とする。

２～４ ［略］

附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条、第６条、第８条、第10条及び第12条の規定は、平成29年４月１日から
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施行する。

２ 第１条の規定による改正後の議会の議員の給与等に関する条例（以下「改正後の議会の議員の給与等に関する条例」という。）、第３

条の規定による改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例（以下「改正後の知事等の給与及び旅費に関する条例」という。）、第５条

の規定による改正後の常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例（以下「改正後の常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例」とい

う。）、第７条の規定による改正後の企業局長の給与及び旅費に関する条例（以下「改正後の企業局長の給与及び旅費に関する条例」と

いう。）、第９条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例（以下「改正後の教育長の給与等に関する条例」という。）及び第

11条の規定による改正後の病院局長の給与及び旅費に関する条例（以下「改正後の病院局長の給与及び旅費に関する条例」という。）の

規定は、平成28年12月１日から適用する。

（給与の内払）

３ 第１条の規定による改正前の議会の議員の給与等に関する条例、第３条の規定による改正前の知事等の給与及び旅費に関する条例、第

５条の規定による改正前の常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例、第７条の規定による改正前の企業局長の給与及び旅費に関する

条例、第９条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例及び第11条の規定による改正前の病院局長の給与及び旅費に関する条例

の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議会の議員の給与等に関する条例、改正後の知事等の給与及び旅費に関する

条例、改正後の常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例、改正後の企業局長の給与及び旅費に関する条例、改正後の教育長の給与等

に関する条例及び改正後の病院局長の給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成28年12月14日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第56号

市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例

市町村立学校職員の給与等に関する条例（昭和32年宮崎県条例第26号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（目的）

第１条 ［略］

（目的及び効力）

第１条 ［略］

２ この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第44条

に規定する職階制に適合する給料表に関する計画が実施されるま

での間、効力を有するものとする。

別表第１を次のように改める。
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附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例（以下「改正後の条例」という。

）別表第１の規定は、平成28年４月１日から適用する。

（切替日前の異動者の号給の調整）

２ 平成28年４月１日（以下「切替日」という。）前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準じる職員の切替

日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度

において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（給与の内払）

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支

給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

（人事委員会規則への委任）

４ 前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
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